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NEWS RELEASE 
夢をかなえ、地域の未来を創造する銀行 

平成２８年１２月２６日（月） 

トマト住宅諸費用ローンの取り扱いについて 

株式会社トマト銀行（取締役社長 髙木 晶悟）は、平成２８年１２月１２日（月）より、個人

のお客さまの住宅取得に必要な諸費用や引越費用などにご利用いただける「トマト住宅諸

費用ローン」の取り扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。 

当社は、今後もお客さまニーズに応じた商品・サービスの提供に努めてまいります。 

記 

トマト住宅諸費用ローンの概要 

ご利用いただける方 

当社でフラット３５または住宅ローンを利用され、以下の要件を満たされる方

・ 申込時年齢が満２０歳以上満６５歳以下で、完済時年齢が満７０歳以下の方 

・ 勤務先またはお住まいが当社本支店の営業区域内にある方（ただし、東

京支店、ももたろう支店は除きます。） 

・ 継続して安定収入が得られる方 

・ 自宅を購入される方 

・ 保証会社の保証が受けられる方 
・ その他当社所定のお借入条件を満たされる方 

お 使 い み ち 

申込人ご本人が居住する目的の住居に関する以下の資金 

・ 住宅の取得に必要な諸費用（登記費用、仲介手数料、ローン事務手数

料、不動産取得税） 

・ 新居への引越費用および建て替えの場合の借家家賃、敷金等の費用 
※ 事業性資金を除きます。 
※ お借入資金については、業者（仲介業者、地主等）への振込が必要となります。 
※ お借り入れ時期は住宅の登記手続終了後または物件引渡時以降になります。 

ご 利 用 金 額 １０万円以上３００万円以内（１万円単位） 

ご 利 用 期 間 ６ヵ月以上１５年以内（１ヵ月単位） 

お 借 入 利 率 

変動金利：年２．４％～年３．０％（平成２８年１２月２６日現在） 
※ お借入利率は当社所定の審査により決定いたします。 

※ お借入利率には保証料を含みます。 

※ 団体信用生命保険加入の場合は上記利率に年０．３％が上乗せになります。 

ご 返 済 方 法 毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済を併用することもできます。） 

担 保 不要です。 

連 帯 保 証 人 原則として、物件の共有者は連帯保証人になっていただきます。 

団体信用生命保険 任意です。団体信用生命保険へ加入の場合は別途金利が上乗せになります。

手 数 料 
一括返済、一部繰上返済、返済条件を変更する場合には、別途手数料が

必要になります。 

保 証 料 保証料はお借入利率に含みます。 

保 証 会 社 
中国総合信用株式会社または株式会社オリエントコーポレーション 

または株式会社ジャックス 
※ お申し込みにあたっては、当社および保証会社の審査がございます。 
※ 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
※ お借入条件など、詳細につきましては当社本支店窓口へお問い合わせください。 

以 上

• 平成２８年１２月１２日（月）より、個人のお客さまの住宅取得に必要な諸費用や引越費用

などにご利用いただける「トマト住宅諸費用ローン」の取り扱いを開始しました。 

• 当社でフラット３５または住宅ローンをご利用されるお客さまを対象とし、最高３００万円、最

長１５年までご利用いただけます。 






